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【制度概要】 
 （１）補助対象者（次のいずれも満たす方で個人・法人は問いません。） 

・本市の区域内で自家消費型の太陽光発電システムを設置する戸建住宅（以下、対象住宅 

という。）の建築又は取得をする方 

・令和 8年度内に対象住宅について国県補助金（下記(2)）の交付確定を受ける方 

・市税を滞納していない方 
※この他にも交付に必要となる要件があります。詳しくは市 HP をご確認ください。 

※受付開始日以前に着工・取得している場合でも対象となる場合がありますので、詳しくは下記担当まで 

お問合せください。 
 

 （２）対象となる国県補助金（予定） 

令和 8年度は下記の国県補助金を対象とする予定です。なお、国県補助金の募集については、 

国及び県の予算措置の状況や制度の詳細発表等によりますのでご注意ください。 

No. 国県補助制度の名称 

1 ZEH支援事業（環境省） 

2 みらいエコ住宅 2026事業（長期優良住宅・ZEH水準住宅）（国土交通省） 

3 みらいエコ住宅 2026事業（GX志向型住宅）（環境省） 

4 地域型住宅グリーン化事業（国土交通省） 

5 LCCM住宅整備推進事業（国土交通省） 

6 新潟県版雪国型 ZEH等導入促進補助金（新潟県） 

7 住宅の脱炭素化促進事業（環境省） … 準備中 
 

 （３）登録申請 

下記受付期間内に登録申請書に必要書類を添えて市環境政策課に提出してください。 

   【登録申請受付期間】令和 8年 4月 1日（水）～令和 9年 1月 8日（金） 
 

 （４）交付申請 

前記（３）登録申請が完了した方は国県補助金の交付確定後、令和 9年 3月 31日（水）まで 

に交付申請書に必要書類を添えて市環境政策課に提出してください。 
 

 （５）補助率等 

国県補助金の交付確定額の 30％（千円未満切り捨て、上限 30万円/戸） 
 

 （６）予算 

750万円 ※先着順。予算額に達し次第受付終了。 
 

【制度の詳細・お問合せ】 

申請書類や申請方法等の詳細は市 HPをご確認ください。 
トップページ＞組織でさがす＞環境政策課＞補助制度＞上越市脱炭素住宅推進補助金 

お問合せ先：上越市 環境部 環境政策課 環境政策係（直通：025-520-5689） 

国県補助金を活用して市内にＺＥＨ※などの戸建住宅を建築し、かつ、太陽光発電設備を

設置する人に補助金を交付します。補助金の交付を受けるためには事前の登録が必要です。 
※ＺＥＨ（ゼッチ）とは、ネット・ゼロ・エネルギーハウスの略称であり、高断熱・高気密化、高効率設備によって使うエネルギーを減

らしながら、太陽光発電などでエネルギーを創り出し、年間で消費する住宅の正味エネルギー量が概ねゼロになる住宅のこと。 
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